
ひとりで悩んでいませんか
こどもの叱り方がわからない、離婚して自立したい、

パートナーからの暴力で困っているなど
があれば、一緒により良い解決方法を探
していきましょう。秘密は守ります。

▶と　き　午前8時30分〜午後5時15分
　　　　　（土日・祝日を除く）
▶相談先　こども家庭課 女性・こども家庭班ヴ

　　　　　☎096-248-1199

Informa
tion 催しなど掲載内容が変更になる場合があります。最新情報はホームページを確認してください。 申…申し込み先　問…問い合わせ先　ヴ…ヴィーヴル内

お
知
ら
せ

年
末
年
始
の

パ
ス
ポ
ー
ト
申
請
は

お
早
め
に

12
月
27
日
㈯
か
ら
令
和
8
年
1
月
4
日

㈰
ま
で
、
窓
口
で
の
パ
ス
ポ
ー
ト
申
請
は

で
き
ま
せ
ん
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

お
持
ち
の
人
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
が
で

き
ま
す
。

パ
ス
ポ
ー
ト
の
申
請
は
、
交
付
ま
で
2

週
間
程
度（
土
日
祝
日
、
年
末
年
始
を
除

く
）必
要
で
す
が
、
年
末
年
始
期
間
中
は
、

通
常
よ
り
交
付
ま
で
の
日
数
が
長
く
な
り

ま
す
。
十
分
に
余
裕
を
持
っ
て
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

▼
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
で
必
要
な
も
の

・�

有
効
期
限
内
の
パ
ス
ポ
ー
ト（
お
持
ち

の
人
の
み
）

・�

署
名
用
電
子
証
明
書
が
有
効
な
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド

・�

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
ア
プ
リ（
対
応
の
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
）

問
市
民
課

☎
0
9
6（
2
4
8
）1
1
1
3

『
1
日
年
金
出
張
相
談
所
』を

開
設
し
ま
す

毎
年
11
月
は『
ね
ん
き
ん
月
間
』で
す
。

公
的
年
金
制
度
へ
の
理
解
を
深
め
る
取
り

組
み
の
一
環
で
、
年
金
出
張
相
談
所
を
開

設
し
ま
す
。
年
金
に
関
す
る
相
談
、
質
問

な
ど
お
気
軽
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

▼
持
っ
て
い
く
も
の

年
金
手
帳
な
ど
基
礎
年
金
番
号
が
わ
か

る
も
の
、
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
わ
か

る
も
の
、
免
許
証
な
ど
の
本
人
確
認
書
類

問
①
③
熊
本
東
年
金
事
務
所

☎
0
9
6（
3
6
7
）2
5
0
3

音
声
案
内
1
↓
2

②
熊
本
西
年
金
事
務
所

☎
0
9
6（
3
5
3
）0
1
4
2

音
声
案
内
1
↓
2

障
が
い
者
の
人
権
に
関
す
る

講
演
会

障
が
い
者
の
就
職
機
会
が
増
え
る
中
、

地
域
や
職
場
で
の
理
解
と
合
理
的
配
慮
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
に
で
き
る

こ
と
を
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

▼
と
き　

11
月
13
日
㈭

午
後
6
時
30
分
～
8
時

（
受
付
開
始　

午
後
6
時
）

▼
と
こ
ろ　

市
役
所
防
災
セ
ン
タ
ー
棟

1
階
避
難
所
①

▼
講
師

社
会
保
険
労
務
士　

高た
か

森も
り

祐ゆ
う

樹き

さ
ん

（
社
会
医
療
法
人
佐
藤
会
弓
削
病
院
）

▼
演
題

『
障
が
い
者
の
人
権
～
差
別
禁
止
と
合

理
的
配
慮
の
視
点
か
ら
～
』

▼
参
加
費　

無
料

▼
申
込
方
法

電
話
ま
た
は

申
し
込
み
フ
ォ
ー
ム

※
当
日
参
加
も
可
能

申�

問
人
権
教
育
推
進
協
議
会　

社
会
教
育

部
会（
人
権
啓
発
教
育
課
内
）

☎
0
9
6（
2
4
8
）2
3
99


み
つ
め
る
、
み
と
め
る

11
月
10
日
～
12
月
10
日
は

『
熊
本
県
人
権
月
間
』で
す

人
権
を
よ
り
身
近
な
も
の
と
考
え
る

き
っ
か
け
を
つ
く
る
と
と
も
に
、
人
権
に

対
す
る
正
し
い
理
解
と
認
識
を
深
め
ま
せ

ん
か
。
県
人
権
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
を
は
じ

め
と
し
て
、
パ
ネ
ル
展
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、

講
演
会
、
研
修
会
な
ど
、
県
や
市
町
村
に

よ
る
、
人
権
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ

ン
ト
が
県
内
各
地
で
行
な
わ
れ
ま
す
。
ぜ

ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

問
県
人
権
同
和
政
策
課

☎
0
9
6（
3
3
3
）2
2
99


無
料
・
匿
名
で

H
I
V
検
査
が
受
け
ら
れ
ま
す

12
月
1
日
は『
世
界
エ
イ
ズ
デ
ー
』で

す
。
エ
イ
ズ
は
、
H
I
V
と
い
う
ウ
イ
ル

ス
に
感
染
し
て
起
こ
る
病
気
で
す
。
感
染

か
ら
発
病
ま
で
数
年
の
潜
伏
期
が
あ
り
、

感
染
し
て
い
て
も
早
期
に
発
見
し
治
療
を

始
め
る
こ
と
で
、発
病
を
予
防
で
き
ま
す
。

県
保
健
所
で
は
、
H
I
V
抗
体
検
査
や

梅
毒
検
査
な
ど
を
無
料
・
匿
名
で
実
施
し

て
い
ま
す
。
検
査
は
、
採
血
だ
け
で
す
の

で
、
短
時
間
で
終
了
し
ま
す
。

県
保
健
所
で
の
検
査

の
日
程
な
ど
は
、
県

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

問
菊
池
保
健
所　

保
健
予
防
課

☎
0
9
6
8（
2
5
）4
1
3
8

は
り
・
き
ゅ
う
利
用
券
を

発
行
し
て
い
ま
す

国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
に
ご
加
入
の
人
に
、
申
請
に
よ
り
、
は

り
・
き
ゅ
う
利
用
券
を
発
行
し
て
い
ま

す
。
市
の
指
定
を
受
け
た
、
は
り
・
き
ゅ

う
院
を
利
用
す
る
と
き
に
、
1
回
当
た
り

1
0
0
0
円
の
割
引
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

▼
対
象

市
国
民
健
康
保
険
、
ま
た
は
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
に
加
入
し
、
保
険
税（
料
）

に
未
納
が
な
い
人

▼
発
行
枚
数（
年
間
）

・
国
民
健
康
保
険

1
世
帯
当
た
り
20
枚

・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

1
人
当
た
り
30
枚

問
健
康
ほ
け
ん
課　

保
険
年
金
班

☎
0
9
6（
2
4
8
）1
2
7
5

年
末
調
整
説
明
会
の
開
催

（
事
前
予
約
制
）

菊
池
税
務
署
で
は
、
給
与
支
払
者
の
皆

さ
ん
が
税
制
改
正
に
伴
う
年
末
調
整
事
務

を
ス
ム
ー
ズ
に
で
き
る
よ
う
に
説
明
会
を

開
催
し
ま
す
。

▼
と
き

①
11
月
17
日
㈪

午
後
2
時
～
4
時

②
11
月
18
日
㈫

午
前
10
時
～
正
午

▼
と
こ
ろ

菊
池
税
務
署

（
菊
池
市
隈
府
8
7
4
ー
1
）

▼
定
員

各
回
25
人

▼
申
込
期
限

11
月
12
日
㈬

※
定
員
に
な
り
次
第
、
締
め
切
り

申
問
菊
池
税
務
署

☎
0
9
6
8（
2
5
）2
1
2
4

成
年
後
見
制
度
に
関
す
る

相
談
会

成
年
後
見
制
度
は
、
認
知
症
や
障
が
い

な
ど
に
よ
っ
て
判
断
能
力
が
十
分
で
な
い

人
が
、
財
産
管
理
や
施
設
の
入
所
契
約
な

ど
を
自
分
で
行
な
う
こ
と
が
難
し
い
場
合

に
、
本
人
が
不
利
益
を
受
け
な
い
よ
う
支

援
し
保
護
す
る
制
度
で
す
。

成
年
後
見
制
度
に
関
す
る
疑
問
や
心

配
、
悩
み
な
ど
の
相
談
に
司
法
書
士
が
応

じ
ま
す
。

▼
と
き

12
月
12
日
㈮
午
前
中

※
予
約
制

▼
と
こ
ろ

市
役
所
1
階
相
談
室

▼
相
談
例

・�

成
年
後
見
制
度
の
内
容
や
制
度
の
利
用

方
法
を
知
り
た
い

・
自
分
が
認
知
症
に
な
っ
た
時
が
心
配

・
相
続
や
遺
言
に
つ
い
て
知
り
た
い

・�

認
知
症
や
障
が
い
の
あ
る
家
族
の
こ
と

が
心
配　

な
ど

▼
申
込
方
法

電
話

申�

問
高
齢
者
支
援
課　

包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
班

☎
0
9
6（
2
4
8
）1
1
2
6

合
志
市
エ
コ
ま
つ
り
で

使
用
済
み
て
ん
ぷ
ら
油
を

回
収
し
ま
す

11
月
2
日
㈰
に
カ
ン
ト
リ
ー
パ
ー
ク
で

開
催
予
定
の
合
志
市
エ
コ
ま
つ
り
の
ブ
ー

ス
内
で
、
家
庭
か
ら
の
使
用
済
み
や
消
費

期
限
切
れ
の
て
ん
ぷ
ら
油
の
無
料
回
収
を

行
な
い
ま
す
。

天
か
す
な
ど
を
取
り
除
き
、
ペ
ッ
ト
ボ

ト
ル
ま
た
は
購
入
時
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
容

器
に
入
れ
て
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

回
収
し
た
油
は
、
C
O
2
の
排
出
量
が

実
質
ゼ
ロ
の
バ
イ
オ
デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
に

生
ま
れ
変
わ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

問
㈱
未
来
樹

☎
0
9
6（
2
7
2
）2
7
7
3

▲外務省
　ホームページ
　パスポート
　申請手続き

▲県人権啓発
　キャラクター
　コッコロ

▲申し込み
　フォーム

▲県ホーム
　ページ

▲県ホーム
　ページ

▲㈱未来樹

とき（全て11月） ところ

①13日（木）午前10時
〜午後3時

ゆめタウンはません
本館2階

②20日（木）午前10時30分
～午後3時

鶴屋百貨店　地下2階
パーキング連絡通路

③21日（金）午前10時
～午後3時

ゆめタウン光の森
本館2階

19 広報こうし ● 2025.11 18広報こうし ● 2025.11


